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説 明 ３．課題と論点 

  

 

  

 以下、課題・論点でございます。 
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 47ページに進めてください。 

  

  

http://chuikyo.news/
http://chuikyo.news/


 

 

Copyright © 2019 http://chuikyo.news   All Rights Reserved 

 

412 

 

 

 

 こちらに先ほどの２つのテーマに関する論点をお示ししてございます。 

 

 まず「情報通信機器を用いた診療の現状について」でございます。 

 

 こちらに関しましては、先ほど申し上げましたように、初診から向精神薬が処方

された実態が見られたことということでございます。 

 

 また、県域を越えた情報通信機器を用いた診療が見られたということで、主傷病

名が不眠症が最多であったこと。 

 

 こういったことを踏まえまして、「初診では向精神薬を処方しないこと」をホーム

ページ等に掲示すること等を診療の要件として追加することについてどのように

考えるか。 
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 そして、２つ目の丸では、厚生局へ届け出る報告書におきまして、情報通信機器

を用いた診療のうち、医療機関が所在する地域以外に所在する患者の割合を一定程

度超える医療機関につきましては、その対面診療の提供体制を把握するための方策

について、どのように考えるか。というのを論点とさせていただいてございます。 

 

 ２つ目のテーマ、「情報通信機器を用いた診療による疾病管理について」でござい

ます。 

 

 こちらは先ほどご説明申し上げました精神療法に係る指針でございます。 

 

 これが取りまとめられたことでございますけれども、こういったことや、精神科

における診療の一定の経験や資質を有する医師が診療を実施することが規定され

ていることを踏まえて、この精神療法の評価について、どのように考えるか。 

 

 最後の丸でございます。 

  

 発達障害の初診待機が課題となっていること、および発達障害に対する診療が情

報通信機器を用いた診療で提供されている実態、そして発達障害に対する情報通信

機器を用いた診療の有効性のエビデンス等を踏まえまして、小児特定疾患カウンセ

リング料の評価について、どのように考えるか。とさせていただいてございます。 

 

 事務局からの説明は以上でございます。 

  

 

 はい、ありがとうございました。 
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質 疑 情報通信機器を用いた診療について 

 

 

 それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問等がございましたら、お願いい

たします。最初に長島委員、お願いいたします。 

  

 

 ありがとうございます。まず、適切なオンライン診療は推進すべきです。 

 

 ただし、その際、有効性、安全性、必要性の観点が重要であり、特に、一度、健

康被害等が生ずれば取り返しがつかないという医療の特性を踏まえれば、安全性の

担保は最大限必要であること。 

 

 したがって、利便性や効率性のみを重視した安易な拡大はすべきでなく、着実か

つ適切に推進すべきであること。これは共通認識であるというふうに思っておりま

す。この点を踏まえて、47ページの論点についてコメントいたします。 

  

 まず、「情報通信機器を用いた診療の現状について」です。 

 

  

   

 資料 22ページを見ますと、東京都に所在する医療機関が、北海道等を含め、関東

圏以外の、かなり遠く離れた地域においても不眠症の治療等をオンラインで行って

いる実態が明らかになっています。 
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 これは、21ページで示されているオンライン診療の指針における最低限遵守すべ

き事項、直接の対面診療を行える体制を整えておくことを満たしていない医療機関

であると思われます。 

 

 こうした事態の発生を抑止するためには、論点に記載されているような対応、す

なわち、「初診では向精神薬を処方しないこと」をホームページ等に掲示すること等

を情報通信機器を用いた診療の要件として追加することに加え、指針を遵守してい

る医療機関であることの掲示を求めることなどが考えられます。 

 

 また、各厚生局へ届出する情報通信機器を用いた診療に係る報告書についても、

記載内容をより明確化することに加え、今回、明らかになったような医療機関の所

在地地域以外の患者さんを診療している場合は、対面診療をどのように確保してい

るか具体的に報告していただくなど、実態をより正確に把握できるようにすべきで

す。 

 

 さらに、11月８日の外来（その２）で主張したとおり、入院外来分科会で行う調

査、あるいはマイナ保険証に記載されている住所情報などで補うことも今後の分析

方法として検討すべきと考えます。 

 

 次に、「情報通信機器を用いた診療による疾病管理について」です。 

 

 

 

 まず、精神疾患の診療については向精神薬が用いられることもあります。したが

って、オンライン診療で精神療法を実施することについては、乱用や依存症、ある

いは向精神薬の転売など、さまざまな弊害が起こり得ることから、安易に拡大すべ

きではないというのが基本的な考え方であると思います。 
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 一方、精神的な要因で自宅から出ることができない患者さんなど、医療へのアク

セスが困難な状態に対してはオンライン診療が有効な場合もあり、そのエビデンス

も一定程度、示されているところです。 

 

 ただ、そのような場合であっても、先ほど述べたような弊害に対処することは重

要であり、論点にもあるとおり、31ページに示されている情報通信機器を用いた精

神療法に係る指針を遵守していることを診療報酬上の算定要件とすべきです。 

  

  

  

 もっとも、この指針に示されている基準は総論的な内容になっております。した

がって、安全に診療を実施するための基準については、より明確にしておく必要が

ありますので、例えば実施する医師について、地域における精神科医療の提供体制

の貢献や、一定の経験や資質等が求められている点については、精神保健指定医で

あることを要件化すべきと考えます。 

 

 また、オンラインによる小児特定疾患カウンセリング料についても、ニーズがあ

り、エビデンスも示されているところですが、オンライン診療の原則である対面診

療を適切に組み合わせて行うことが重要ですので、対面診療の体制についても十分

に留意しながら検討を進めるべきであると考えます。私からは以上です。 

 

 

 はい、どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。はい。それで

は松本委員、お願いいたします。 
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 はい、ありがとうございます。情報通信機器を用いた診療につきましては、安全

性と有効性を前提として患者の利便性にも配慮しつつ、健全な形で普及することが

必要です。 

 

 この点につきましては、先ほど長島委員からもご説明がありましたけども、認識

については十分共有できるものというふうに感じております。 

  

  

  

 それでは、論点の１つ目にあります現状についてでございますが、長島委員から

もありましたけども、初診から向精神薬を処方することは、９ページにもあります

とおり、安全性の観点から、まず指針で禁止されております。 

 

 診療報酬の要件では、指針に沿って診療を行った場合に算定すると明記されてお

り、向精神薬の初診時処方は診療報酬の不適切な請求ですので、厚生局において厳

正に対処を、まずしていただきたいというふうに希望いたします。 

 一方で、患者の所在地が医療機関と離れていることは、即座に指針を逸脱してい

ることを意味いたしません。 

 

 異なる市区町村の患者を集中的に診療する医療機関の分布結果が 22、23 ページ

に示されているとおり、東京の医療機関については、かなり遠方の患者に不眠症が

多いことがわかります。これも即座に指針に違反しているとは言えませんが、向精

神薬の初診時処方との関係が非常に気になる点でございます。 

 

 したがいまして、まずは医療機関に初診で向精神薬を処方しないことを徹底する

とともに、遠方の患者をオンラインで多く診療する医療機関については、対面診療

が必要なときに連携する医療機関を厚生局に報告させることが考えられます。 
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 また、東京と大阪で傾向がかなり異なることも踏まえ、医療機関からの距離と、

疾患や処方内容の状況について引き続き注視することが必要だと考えます。 

  

  

  

 次に、論点の２つ目にございます疾病管理についてですが、画面からは確認でき

ない患者の振る舞いやアルコールの臭いを確認できないことや、睡眠薬の初診時処

方という重大な問題を踏まえますと、極めて慎重に判断すべきと考えております。 

  

一方で、発達障害児の医療アクセスに課題がある中で、43ページに示されており

ます実態や、 
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 44ページのエビデンスが示しているとおり、情報通信機器を用いた精神療法に係

る指針が策定されたことから、現時点では小児科領域に限り、指針の順守を条件に

診療報酬上の取扱いを明確化することは検討の余地があると考えております。 

   

  

   

 また、精神科療法のオンライン診療を全般的にどのように評価するかについては、

30 ページに、対面診療と同様の有効性を示す報告があると紹介されておりますが、 

 

精神疾患の種類によらず、対面診療とオンライン診療を組み合わせることで適切

な医療の質が担保できるのか、もう少しエビデンスも示していただけたらというふ

うに思います。私からは以上でございます。 
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 はい、どうもありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。はい、池端委

員、お願いいたします。 

  

 

 はい。私は論点については、いずれも今、お２人の先生がおっしゃったように 

概ね了解したいと思います。 

 

 その上で、１点、質問させていただきたいんですけれども、情報通信機器を用い

た現状の中で、初診での向精神薬を処方しないこと。これはもう当然なんですが、

私が考えるに、レセプト審査で、その初診で向精神薬を出していることがわかるの

で、そこで必ずそれをはねるっていうことで適正な対応ができるんではないかと思

いますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

  

 

 はい。ただいまのご質問について、いかがでしょうか。 

 

 

 はい。医療課長でございます。この場は評価について、ご議論をいただく場でご

ざいまして、審査に関しましては、それぞれの保険者から委ねられている審査機関

で行うことということでございまして、具体をどのように、ということは私ども、

ここでつまびらかにご説明できることではございませんが、 

 

一般的に考えますと、今、池端委員がおっしゃったとおり、審査において、そう

いったことを確認することは可能だろうとは思います。 

 

 

 よろしいでしょうか。はい、よろしくお願いします。 
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 これまで地方によって、ずいぶん差があったんですが、これを適正化、標準化し

ようという流れが審査の中でもありますので、 

 

そこで明らかに療担規則違反ということになるかと思うので、それは何らかの形

で情報提供して、平準化の中で、ここをきちんと査定するということは、ぜひ取り

組んでいただければと思います。以上です。 

 

 

 はい、ありがとうございました。ほかは、よろしいでしょうか。 

 

 はい。それでは、ほかには、ご質問等ないようですので、本件に係る質疑はこの

あたりといたします。 

 

 今後、事務局におかれましては、本日いただいたご意見も踏まえて対応していた

だくようにお願いいたします。 
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